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第１章 序 章 
 

 

１ 合併の背景 

急速な少子高齢化の進展、市民生活や経済活動の広域化、地方分権

の進展、それらに加えて厳しい財政状況下にある地方自治体では、行

財政運営のさらなる効率化が必要とされています。住民の行政ニーズ

は今後さらに多様化・高度化することが予想されており、自治体組織

や財政基盤の強化は急務といえます。 

行財政基盤の強化策として、「市町村の合併の特例に関する法律（旧

合併特例法：平成 17 年３月 31 日期限）」による市町村合併が全国各

地で議論され、推進されてきました。さらに、平成 17 年４月施行の

「市町村の合併の特例等に関する法律（合併新法：平成 22 年３月 31

日期限）」により、引き続き市町村合併が進められています。その結果、

平成 11 年３月末時点で 3,232 あった全国の市町村は、平成 21 年度

末には 1,753 となる見込みです。 

海部東部周辺においても市町村合併が進められており、愛西市（平

成 17 年４月１日）、清須市（平成 17 年７月７日）、弥富市（平成 18

年４月１日）が誕生しています。海部東部でも平成 14 年度以降、市

町村合併を巡る動きはありましたが、実現には至らず、単独町政の道

を歩んでまいりました。 

しかし、今後、さらに地方分権の流れが強まり、行政サービスの多

様化・高度化が進むものと考えられます。こうした状況下においても、

これまでの住民サービスを維持し、さらに将来にわたって持続してい

くために、行財政基盤強化への取り組みは避けて通れない状況となっ

ています。 
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２ 合併の必要性 

 ２－１ 地方分権の推進 

市町村は、住民に身近な基礎自治体として、住民の声を反映した総

合的な行政サービスの提供主体として位置付けられます。市町村がこ

うした役割を果たしていくためには、住民の声を聞くだけではなく、

住民とともに意思決定していく協働による地方自治を実現していく必

要があります。 

そのためには、市町村の規模や能力の向上が不可欠です。合併によ

る市町村の規模の拡大は、自治体のマンパワーの層を厚くし、専門的

な人材を確保できる可能性が高まります。今後さらに地域間競争が激

化し、行政サービスへのニーズが多様化していく環境下での自治体運

営には、合併による規模の拡大が必要と考えられます。 

 

 ２－２ 効率的な行財政運営 

国と地方の一体的な構造改革の下、国庫補助金の廃止・縮減や地方

交付税の大幅な削減、さらに、地方公共団体財政健全化法が制定され

るなど、地方の財政的自立がよりいっそう求められてきています。質

の高い行政サービスを継続的に提供できる財政力の確立は、地方分権

を推進する上でも必須の条件といえます。合併による自治体規模の拡

大は、自治体財政健全化の点からも有効な方策といえます。 

 

 ２－３ 少子高齢化の進行 

我が国は、人口減少時代に突入しています。このことは、年少人口

（14 歳未満）、生産年齢人口（15 歳～64 歳）の減少と高齢者人口（65

歳以上）の増加、すなわち少子高齢化の進行を意味しています。65 歳

以上の高齢者の割合は、2030 年には 30％を超えることが予想され

ています。 

少子高齢化の進行は、福祉や医療等のサービスへのニーズを高め、

自治体の財政にも影響を及ぼします。こうした状況は今後も続くこと

が予想されるため、高齢者、障がい者（児）、子ども、子育て家庭など、

多様なニーズを持つ全ての住民が安心して生活できる自治体運営の方
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策を考えなければなりません。各種サービスの質と量の確保、専門的

な人材の確保、サービス提供を支える自治体の財政力向上等をはかる

ため、合併による自治体の規模の拡大、行財政基盤の充実・強化が必

要です。 

 

 ２－４ 行政と住民とのコミュニケーションの活性化 

住民の生活環境の変化等は、行政ニーズの多様化・高度化をもたら

しています。こうした傾向に適切に対応していくためには、専門的な

能力を有する人材の確保による行政サービス水準の向上、行政と住民

とのコミュニケーションの活性化による協働の推進などが必要です。

合併による自治体規模の拡大は、専門的な人材の確保に有利であると

ともに、協働のリーダーとなる人材の確保や育成、人的ネットワーク

の拡大の好機でもあります。 
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３ 計画の位置づけと策定方針 

 ３－１ 計画の位置づけ 

この計画は、「市町村の合併の特例等に関する法律」第６条に基づく

法定計画として策定する合併市町村基本計画で、新市の一体性の確立

及び住民福祉の向上に配慮しつつ、新市の円滑な運営の確保及び均衡

ある発展を目的として策定するものです。 

この計画は、新市のまちづくりの方向を示すものであり、詳細かつ

具体的な施策や事業等については新市で策定する総合計画に委ねるも

のとします。 

 

 ３－２ 計画策定方針 

次の３つの視点を、この計画の基本的な策定方針とします。 

 

   ■新市全体の視点から、総合的なまちづくりを推進する 

３町がそれぞれ抱える主要な政策課題を、新市全体の視点から改め

て検討するとともに、地域の独自性・自主性を尊重しながら総合的か

つ効果的にまちづくりを進めます。 

 

   ■新市の一体性の確立をめざす 

新市における一体性を速やかに確立するとともに、住民福祉の向上

等を図ります。 

 

   ■持続的で均衡ある発展をめざす 

３町がそれぞれ有する地域の特性を生かして、持続可能で均衡ある

発展を図ります。 

 

 ３－３ 計画の期間 

この計画の期間は、合併年度及びそれに続く 1５年間（平成 21 年

度～平成 3６年度）とします。 



 

 5 

図 ３町の位置 

第２章 各町の概況 
 

 

１ 位置と地勢 

３町の区域は、愛知県西部に位置し、南東部は名古屋市と大治町に

隣接しています。また、北部は稲沢市に、東部は清須市に、西部は津

島市及び愛西市に、南部は蟹江町にそれぞれ接しています。 

地層的には、木曽川水系や庄内川水系によって形成された沖積層が

厚く、肥沃な土壌となっています。一方で軟弱な地盤のため、地震発

生時の危険性が高い地域であるとも言えます。 

地勢は濃尾平野南東部にあり、ほぼ全域が海抜ゼロメートル地帯と

なっています。広大な平坦地に河川・水路が広がり、田園風景など自

然景観に恵まれています。 

 

 

２ 面積 

３町の総面積は 27.59ｋ㎡で、愛知県内の市町村では江南市に次い

で第 37 位の広さとなります。 
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３ 歴史・沿革 

七宝町は、江戸時代末期からの地場産業である七宝焼（尾張七宝）

で全国的に有名です。明治 39 年（1906 年）に３か村が合併して七

宝村となり、昭和 41 年（1966 年）に町制施行し、現在に至ります。 

美和町は、蜂須賀小六、福島正則など、戦国時代に活躍した武将を

数多く輩出しています。明治 39 年（1906 年）に３か村が合併して

美和村となり、昭和 33 年（1958 年）に町制施行し、現在に至りま

す。 

甚目寺町は、町名の由来でもある甚目寺観音（鳳凰山甚目寺）や、

漬物まつり（香の物祭り）で知られる萱津神社など古くからの社寺が

多く散在しています。明治 39 年（1906 年）に７か村が合併して甚

目寺村となり、昭和７年（1932 年）に町制施行しました。この間、

明治 43 年（1910 年）には廻間地区が清洲町（現清須市）に編入さ

れ、また、昭和 18 年（1943 年）には土田・上条地区が清洲町に編

入され、現在の町域となっています。 

３町ともに歴史的資源を多く有し、国・県・町指定文化財が合計 27

件あります。その他にも社寺や古い町並み、蓮華寺の二十五菩薩来迎

会や萱津神社の香の物祭り、甚目寺観音の節分など伝統文化が多く残

されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 7 

表 人口・世帯数・世帯人員の推移 

図 人口・世帯数・世帯人員の推移 

資料：住民基本台帳及び外国人登録（各年 10 月１日現在） 

87,77987,74887,19486,239 86,664

32,24431,61831,098 32,948 33,218

2.702.77 2.74
2.66 2.64
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４ 人口と世帯数 

平成 20年 10月１日現在の住民基本台帳及び外国人登録によると、

３町の人口は 87,779 人、世帯数は 33,218 世帯となっています。人

口・世帯数ともに微増で推移しており、平成 16 年と平成 20 年とを

比較すると、人口は 1.8％の増加、世帯数は 6.8％の増加となっていま

す。町別にみると、甚目寺町の伸び率が、人口は 3.6％の増加、世帯

数は 8.5％の増加と大きくなっています。 

１世帯あたりの世帯人員は減少を続け、平成 20 年には 2.64 人と

なっており、単身世帯、夫婦のみ世帯の増加がうかがえます。 

 

 

 平成 16 年 平成 17 年 平成 18 年 平成 19 年 平成 20 年 

人
口 

七宝町 23,195 23,181 23,200 23,239 23,324 

美和町 24,320 24,419 24,362 24,391 24,338 

甚目寺町 38,724 39,064 39,632 40,118 40,117 

合 計 86,239 86,664 87,194 87,748 87,779 

世
帯
数 

七宝町 8,166 8,248 8,335 8,487 8,599 

美和町 8,439 8,583 8,693 8,834 8,891 

甚目寺町 14,493 14,787 15,216 15,627 15,728 

合 計 31,098 31,618 32,244 32,948 33,218 

世帯人員（人／世帯） 2.77 2.74 2.70 2.66 2.64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 8 

図 年齢３区分別人口の構成比の推移 

資料：住民基本台帳及び外国人登録（各年 10 月１日現在） 

15.2 15.1 15.3 15.2 15.3

69.4 68.5 67.5 66.6 65.5

19.218.217.216.415.4

0%
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年齢３区分別人口の構成比の平成 16 年以降の推移をみると、年少

人口（０～14 歳）の割合は横ばい、生産年齢人口（15～64 歳）の

割合は減少、老年人口（65 歳以上）の割合（高齢化率）は増加、とい

う傾向がみられます。平成 20 年の高齢化率は 19.2％となっており、

愛知県の平均値（19.2％；総務省推計）と同じとなっています。 
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表 買い物の状況 

資料：愛知県日常生活と周辺市町村との関わりに関するアンケート調査（平成 20 年） 

※買回品：紳士服、婦人服、レジャー・スポーツ用品、電気製品 

表 通勤・通学者（15歳以上）の状況 

資料：平成 17 年国勢調査 

 

５ 日常生活圏 

①通勤・通学 

通勤・通学の状況をみると、通勤・通学先は、３町の町域内が 38.1％、

名古屋市が 32.3％となっています。自分の住んでいる町内への通勤・

通学者は３町とも約３割となっており、町外の通勤・通学先として名

古屋市がおよそ半分を占めています。 

 

 

 
通勤・通学先（％） 通勤・通学者 

総数（15歳以上） 七宝町 美和町 甚目寺町 ３町計 名古屋市 

常
駐
地 

七 宝 町 31.0 2.8 2.5 36.3 35.7 12,624 人 

美 和 町 2.7 31.9 4.0 38.7 28.9 13,629 人 

甚目寺町 1.4 2.0 35.4 38.7 32.4 21,445 人 

計    38.1 32.3 47,698 人 

 

 

②買物状況 

買物（買回品の購入）の状況をみると、甚目寺町は自町内での購買

率が第１位となっていますが、七宝町は名古屋市、美和町は稲沢市で

の購買率が第１位となっています。次いで、七宝町は自町内、美和町・

甚目寺町は名古屋市での購買率が高くなっています。その他、大型シ

ョッピングセンターが吸引力となって、七宝町・美和町では津島市、

甚目寺町では稲沢市とのつながりもみられます。 

 

 

 買回品※の購入先（％） 

 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 

七 宝 町 
名古屋市 七宝町 津島市 稲沢市 甚目寺町 

64.9 12.9 6.3 4.2 3.4 

美 和 町 
稲沢市 名古屋市 津島市 美和町、甚目寺町 

29.8 24.6 17.5 8.9 

甚目寺町 
甚目寺町 名古屋市 稲沢市 清須市 津島市 

33.9 32.2 20.3 4.4 1.1 
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図 産業別就業人口の推移 

表 産業別就業人口の推移 

資料：国勢調査 

17,799 17,223 16,030

23,569 25,050 25,949

1,406 1,170 1,031
0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

平成７年 平成12年 平成17年

第１次産業 第２次産業 第３次産業

（人）

 

６ 産業の動向 

①産業構造 

国勢調査によると、平成 17 年の就業者数（産業分類不詳者を除く）

は 43,010 人であり、第１次産業が 1,031 人（2.4％）、第２次産業

が 16,030 人（37.3％）、第３次産業が 25,949 人（60.3％）とな

っています。10 年前の平成７年と比べると、第１次・第２次産業の就

業者が減少し、第３次産業の就業者が増加しています。 

 

 

 平成７年 平成 12 年 平成 17 年 

就業者数（人） 42,774 43,443 43,010 

第１次産業 
人数（人） 1,406 1,170 1,031 

割合（％） 3.3 2.7 2.4 

第２次産業 
人数（人） 17,799 17,223 16,030 

割合（％） 41.6 39.6 37.3 

第３次産業 
人数（人） 23,569 25,050 25,949 

割合（％） 55.1 57.7 60.3 
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（千万円）
図 農業産出額の推移 

資料：生産農業所得統計 

資料：農林業センサス 資料：耕地面積調査 
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②農業 

３町は肥沃な土壌を活かし、水稲のほか、七宝町では水菜、美和町

ではネギ、甚目寺町では小松菜等の野菜を多く出荷しています。 

農林業センサスによると、平成 17 年の３町の販売農家数は 1,055

戸で、愛知県内では 13 位の戸数の多さとなります。しかし、平成 12

年と比べると、92 戸（8.0％）減少しています。 

耕地面積調査によると、平成 20 年の３町の耕地面積は 956ha と

なっています。平成 16 年から 19 年までは横ばいで推移してきまし

たが、平成 20 年は 19 年に比べて 72ha（7.0％）減少しています。 

生産農業所得統計によると、平成 18 年の３町の農業産出額は 16

億円ですが、平成 15 年以降は減少を続けており、減少の度合いが近

年大きくなってきています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 販売農家数の推移 図 耕地面積の推移 
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図 事業所数、従業者数、製造品出荷額等の推移（工業） 

資料：工業統計（各年末現在） ※４人以上の事業所 

364 371 349 353

7,227 7,326 7,226 6,967

1,490
1,3811,4011,362

0

2,000

4,000

6,000

8,000
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500

1,000

1,500
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（億円）（事業所、人）

 

③工業 

平成 19 年における３町の事業所数（従業員４人以上）は 353 事業

所で、従業者数は 6,967 人となっています。製造品出荷額等は 1,490

億円で、平成 18 年と比較すると 109 億円（7.9％）増加しています

（美和町の増加分 123 億円が影響しています）。 

３町の製造品出荷額等が愛知県総額（47 兆 4,827 億円）に占める

割合は 0.31％であり、人口規模に比べると工業生産規模が県内に占め

る割合は小さいものとなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④商業 

平成 19 年における卸売・小売業の事業所数は 645 事業所、年間商

品販売額は 1,062 億円で、平成 16 年と比較すると、事業所数は

10.7％減少、年間商品販売額は 26.3％減少しています。３町内には

大型商業施設がないことから、県内の年間商品販売総額に占める割合

は 0.25％と低い水準になっています。 



 

 13 

図 事業所数、従業者数、年間商品販売額の推移（卸売業・小売業） 

資料：商業統計 

表 地目別土地利用面積（平成 18年） 

資料：愛知県企画振興部土地水資源課「土地に関する統計年報平成 19 年版」 
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７ 土地利用及び生活基盤 

①土地利用 

３町の地域は、名古屋周辺部にありながら、農用地（37.2％）、河

川水路（8.4％）、道路（17.2％）、宅地（35.4％）の行政面積に占め

る割合が愛知県全体の値と比べて高く、緑や水辺などの豊かな自然環

境と住宅地とが調和した田園都市を形成しています。 

 

 

 総面積 農用地 森林原野 河川水路 道路 宅地 その他 

３町計（ha） 2,758 1,027 - 233 475 977 46 

（％） 100.0 37.2 - 8.4 17.2 35.4 1.7 

愛知県（％） 100.0 16.2 42.6 4.7 8.9 17.6 10.1 
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表 道路の整備状況（平成 18年４月１日現在） 

資料：愛知県総務部市町村課「市町村行財政のあらまし（平成 18年 12 月）」 

表 都市基盤の整備状況 

資料：愛知県企画振興部土地水資源課「土地に関する統計年報平成 19 年版」、愛知県建設部下水道課資料 

 

②交通条件 

交通網をみると、東名阪自動車道が通過し、高速交通基盤との接続

性が高く、広域的な移動について十分な利便性が確保されています。

県道は３町すべてを通過する甚目寺佐織線など 12 路線あり、日常生

活圏域の移動のための主要道路となっています。さらに、鉄道、バス

路線があり、通勤・通学者の重要な交通手段となっています。 

町道は、改良率・歩道延長比率が県平均と比べても低く、歩行者等

の安全確保の面では一層の整備が求められます。 

 

 

 
実延長 

（km） 

規格改良 

済延長 

（km） 

改良率 

（％） 

舗装済 

延長 

（km） 

舗装率 

（％） 

歩道延長 

（km） 

歩道延長 

比率 

（％） 

３町計 593 271 45.7 507 85.5 30 5.1 

愛知県 43,408 26,825 61.8 38,362 88.4 7,487 17.2 

 

 

③都市基盤 

都市基盤の整備状況をみると、公共下水道普及率（０％）、１人あた

りの都市公園面積（0.69 ㎡）は、県内の平均値と比べると低い水準に

あります。 

 

 

 
下水道普及率 

（％） 

都市公園 

箇所数 面積（ha） １人当たり面積（㎡） 

３町計 - 22 6 0.69 

愛知県 
69.0 

※H20 末 
4,052 5,078 7.00 
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表 公共施設の状況（平成 20年４月１日現在） 

 

８ 行財政の状況 

①行政運営状況 

平成 19 年４月現在の３町の職員数は、七宝町 141 人、美和町 169

人、甚目寺町 258 人となっています。人口千人あたりの職員数は、七

宝町 6.17 人（県内 63 市町村中 62 位）、美和町 7.05 人（同 53 位）、

甚目寺町 6.69 人（同 58 位）となっており、３町とも少ない職員数

で行政運営をしているため、１人の職員が多くの仕事を兼任している

現状です。 

平成 20 年４月現在の公共施設の状況をみると、七宝町内に防災拠

点や集会の場・公園等がない現状となっています。 

 

 
区 分 七宝町 美和町 甚目寺町 

①福祉・ 
保健・医療 

保育所 1 2 6 

児童館 1 1 4 

児童遊園 28  21 

障がい者福祉施設  1  

老人福祉施設 2 1 5 

保健センター 1 1 2 

病院    

その他    

②体育施設 

体育館 1  1 

グランド 2 2 1 

プール 1 1（休止） 1（休止） 

ゲートボール 2 1 2 

庭球 1 1 1 

③文化 

文化会館  1  

図書館  1  

資料館 1（休館） 1 1 

公民館 1 1 1 

④教育 

小学校 4 4 4 

中学校 2 1 2 

学校給食センター 1 1 1 

⑤防災 防災センター  1 5 

⑥集会 コミュニティセンター  1 3 

⑦公園 
都市公園  5 17 

その他の公園  13 8 

⑧産業 産業会館 1  1 

⑨その他 その他 アートヴィレッジ 
情報ふれあい

センター 

人権ふれあい

センター 

 

 

※複合施設は重複計上している。 

※病院については、東部４町で共同経営する公立尾陽病院が甚目寺町にある。 

※消防については、東部４町で構成する海部東部消防組合で対応している。 
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②財政状況 

３町が合併した場合の標準財政規模は、約 135 億円となります。 

現在の財政の状況をみると、各町とも財政危機の典型的な現れ（実

質収支の赤字、公債費負担比率 20％以上、経常収支比率 100％以上

という極端な悪化、借入金残高の極端な膨張など）が目立って顕在化

している状況ではありません。しかし、今後、歳入においては、自主

財源である町税の大幅な増収は見込まれず、国等からの地方交付税や

補助金も減額されていくことが明らかです。一方で、道路や下水道な

ど社会基盤の整備や維持管理に多くの経費が必要であり、高齢化の進

行により福祉サービス経費の増大も見込まれるなど、３町とも財政運

営にあたっては、さらに厳しい環境に立たされるものと考えられます。 

 

 

区 分 七宝町 美和町 甚目寺町 

標準財政規模（百万円） 3,840 4,030 5,595 

財政力指数 H19 単年度 0.791 0.796 0.958 

財政力指数（H17～H19 平均） 0.791 0.770 0.925 

自主財源比率（％） 65.1 62.4 67.3 

経常収支比率（％） 87.4 88.9 77.1 

実質収支比率（％） 8.9 7.2 12.0 

義務的経費比率（％） 38.6 39.2 34.3 

公債費負担比率（％） 8.9 11.6 7.8 

実質公債費比率（％） 5.9 8.1 6.1 

 

最近10年間の財政状況にみる３町共通の課題は以下のとおりです。 

○歳入 

税収・地方交付税の減少分を、臨時財政対策債、減税補てん債とい

う特例地方債により補てんしています。また、一般財源総額がこの 10

年間ほとんど伸びていません。 

○歳出 

扶助費、繰出金、公債費、補助費等が年々増加しています（特に扶

助費、繰出金が大幅に増加）。また、積立金現在高が減少し、地方債現

在高が大幅に増加しています。 

資料：平成 19 年度地方財政状況調査 

表 主要財政指標 
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表 平成 19年度決算状況 

※地方交付税は臨時財政対策債を含む。 

単位：百万円 

資料：平成 19 年度地方財政状況調査 

 

 

区 分 七宝町 美和町 甚目寺町 合 計 

歳 

入 

町税 2,745 2,852 5,009 10,606 

譲与税・交付金等 341 460 682 1,483 

地方交付税※ 975 997 848 2,820 

国県支出金 522 726 1,385 2,633 

繰入金 Ａ 58 451 917 1,426 

 
うち 財政調整基金 0 150 767 917 

うち その他の基金 0 254 65 319 

繰越金 366 338 877 1,581 

その他の収入 435 322 604 1,361 

町債 93 201 689 983 

①歳入合計 5,535 6,347 11,011 22,893 

 うち 一般財源 4,603 4,906 8,268 17,777 

歳 

出 

義
務
的 

経
費 

人件費 987 1,164 1,826 3,977 

扶助費 610 643 1,041 2,294 

公債費 412 568 662 1,642 

小 計 2,009 2,375 3,529 7,913 

投資的経費 420 741 2,024 3,185 

繰出金 623 656 891 2,170 

補助費等 985 982 1,005 2,972 

 うち 一部事務組合負担金 602 616 453 1,671 

積立金 Ｂ 119 173 667 959 

 
うち 財政調整基金 116 157 655 928 

うち その他の基金 3 16 12 31 

その他の経費 1,046 1,130 2,164 4,340 

②歳出合計 5,202 6,057 10,280 21,539 

 うち 一般財源 4,250 4,616 7,537 16,403 

基金増減（Ｂ－Ａ） 61 ▲278 ▲250 ▲467 
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 【財政についての用語解説】  

扶助費 

社会保障制度の一環として、地方公共団体が各種の法令に基づき、被扶助

者に対してその生活を維持するために支出される経費。 

繰出金 

他会計、基金への繰り出しに要する経費。 

公債費 

地方公共団体が借り入れた地方債の元利償還金及び一時借入金利子の合算

額をいう。 

投資的経費 

道路、橋梁、公園、学校等の建設など社会資本の整備に要する経費。 

地方交付税 

地方公共団体の税源の不均衡を調整することによって、地方税収入の少な

い団体にも財源を保障し、どの地域においても一定の行政サービスを提供で

きるよう、国税５税（所得税、法人税、酒税、消費税、たばこ税）の一定割

合の額を、国が地方公共団体に対して交付するもので、普通地方交付税と特

別地方交付税がある。 

一般財源 

地方公共団体の財源のうち、その使途が特定されず、どのような経費にも

使用することができるもの。地方税、地方交付税、地方譲与税等が該当する。 

地方債現在高 

市町村が建設事業等の財源を調達するために資金を借り入れる長期的な借

金残高をいう。 

減税補てん債 

恒久的な減税等による地方公共団体の減収額を埋めるために地方財政法５

条の特例として発行される地方債。 

臨時財政対策債 

地方一般財源の不足に対処するため、投資的経費以外の経費にも充てられ

る地方財政法５条の特例として発行される地方債。 

標準財政規模 

地方公共団体の標準的な状態で通常収入されると見込まれる経常的一般財

源の規模を示すもの。地方税法に定める法定普通税を、標準税率により地方

交付税法で定める方法で算定した標準税収入額に、地方揮発油譲与税、特別

とん譲与税、自動車重量譲与税、航空機燃料譲与税、交通安全対策特別交付

金を加え、さらに普通交付税を加算して算定される。 
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財政力指数 

地方公共団体の財政力の強弱を示す指数で、１に近い（あるいは１を超え

る）ほど財政に余裕があるとされている。 

自主財源比率 

歳入に占める自主財源の割合をみることにより、財政基盤の安定性及び行

政活動の自立性を判断する指標。一般的には、財政運営の自主性向上の観点

から、自主財源の割合が高いほど望ましい。 

経常収支比率 

人件費、扶助費などの経常的経費に、町税などを中心とする経常的収入が

どの程度充当されるかをみることにより、財政構造の弾力性を判断する指標。

比率が低いほど、弾力性が大きいことを示す。 

実質収支比率 

実質収支の額の適否を判断する指標であり、標準財政規模に対する実質収

支額の割合で示される。実質収支が黒字の場合は正の数、赤字の場合は負の

数で表される。 

義務的経費比率 

義務的経費とは、地方公共団体の歳出のうち、その支出が義務付けられ任

意に節約できない経費で、通常、人件費・扶助費・公債費の３つの費目をい

い、極めて硬直性の強い経費といえる。義務的経費比率とは、その義務的経

費が歳出全体に占める割合をいい、数値が高いほど財政の硬直化を示す。 

実質公債費比率 

公債費による財政負担の程度を客観的に示す指標として、実質的な公債費

に費やした一般財源の額が標準財政規模に占める割合を表す比率。当該年度

元利償還金に公営企業の公債費への一般会計繰出金、一部事務組合の公債費

への負担金、債務負担行為に基づく支出のうち公債費に準ずるもの等の公債

費類似経費を算入している。当該比率が 18％を超えると協議団体から許可

団体へ移行する。 

公債費負担比率 

一般財源総額に対する公債費に充当された一般財源の割合をいい、その比

率が高いほど財政運営の硬直性が高まっていることを示す。一般的には、財

政運営上 15％が警戒ライン、20％が危険ラインとされている。 
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第３章 主要指標の見通し 
 

 

１ 人口の推移 

新市の将来人口をコーホート要因法※で推計すると、平成 21 年か

ら 26 年にかけての５年間は微増（0.7％）、平成 26 年から 31 年に

かけての５年間は微減（0.6％）の傾向を示すことが見込まれます。

10 年間ではほぼ横ばいの推移が見込まれ、平成 31 年の総人口は

88,185 人となることが見込まれます。 

年齢３区分別にみると、年少人口（０～14 歳）は毎年減少していく

ことが見込まれます。生産年齢人口（15～64 歳）も減少していくこ

とが見込まれますが、平成 29 年を境に増加に転じ、割合も平成 28

年を境に上昇していくことが見込まれます。老年人口（65 歳以上）は

平成 30 年まで増加していくことが見込まれ、高齢化率は平成 21 年

の 20.1％から平成 31 年には 25.7％へと上昇することが見込まれま

す。 

※コーホート要因法：同年（または同期間）に出生した集団（＝コーホート）

について、死亡や転入・転出による移動によって生じる人口の変化を勘案し

て人口推計を行う方法。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 総人口・年齢３区分別人口の将来推移 
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※平成 20 年の数値は実績値（平成 20年 10 月１日現在の住民基本台帳及び外国人登録） 

15.2 15.1 14.9 14.7 14.4 14.1 13.8 13.5 13.1 12.8 12.4

64.7 64.2 63.9 63.0 62.3 61.7 61.4 61.3 61.4 61.6 61.9

20.1 20.7 21.2 22.2 23.3 24.2 24.8 25.2 25.5 25.7 25.7

0%

20%

40%

60%

80%

100%

平成21年 平成22年 平成23年 平成24年 平成25年 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 平成31年

０～14歳 15～64歳 65歳以上

88,08787,779 88,727 88,185

38,949
33,218 33,839 36,459

2.26

2.602.64

2.43

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

平成20年 平成21年 平成26年 平成31年

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

人口 世帯数 世帯人員

人口、世帯数（人、世帯） 世帯人員（人／世帯）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 世帯数の推移 

世帯数は、人口の伸び率以上に増加していく傾向を見せていること

から、世帯人員が減少していくものとして推計を行い、それに将来人

口を掛け合わせて世帯数の推計を行いました。平成 31 年の世帯人員

は 2.26 人、世帯数は 38,949 世帯となることが見込まれます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 年齢３区分別人口の構成比の将来推移 

図 世帯数・世帯人員の将来推移 
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※平成７年・12 年・17 年の数値は実績値（国勢調査） 

17,799 17,223 16,030 16,642 16,411 16,042
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9379851,0331,0311,1701,406
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３ 産業別人口の推移 

国勢調査における総人口に占める就業者数（分類不詳者を除く）の

割合の傾向から将来の就業者率を推計すると、就業者率は少しずつ減

少することが見込まれ、平成 31 年には 49.8％となることが見込まれ

ます。この就業者率に将来人口を掛け合わせて就業者数を算出すると、

平成 31 年の就業者数は 43,945 人となることが見込まれます。 

さらに産業３分類別の就業者率を過去の傾向から推計し、これに将

来就業者数を掛け合わせて産業別就業者数を算出すると、第１次産業

就業者数は微減、第２次産業就業者数は横ばい、第３次産業就業者数

は微増、という傾向となることが見込まれます。 

 

 

 平成７年 平成 12 年 平成 17 年 平成 21 年 平成 26 年 平成 31 年 

総人口（人） 78,678 82,321 85,307 88,087 88,727 88,185 

就業者数（人） 42,774 43,443 43,010 44,559 44,506 43,945 

就業者率（％） 54.4 52.8 50.4 50.6 50.2 49.8 

第１次産業 
人数（人） 1,406 1,170 1,031 1,033 985 937 

割合（％） 3.3 2.7 2.4 2.3 2.2 2.1 

第２次産業 
人数（人） 17,799 17,223 16,030 16,642 16,411 16,042 

割合（％） 41.6 39.6 37.3 37.3 36.9 36.5 

第３次産業 
人数（人） 23,569 25,050 25,949 26,884 27,110 26,966 

割合（％） 55.1 57.7 60.3 60.3 60.9 61.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 産業別就業者数の将来推移 

表 産業別就業者数・就業率の将来推移 
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第４章 住民の意向 
 
 

１ アンケート調査の実施概要 

３町の合併を控え、まちづくりに関する満足度や新市において優先

すべき施策などについての住民の意識を把握し、新市の進むべき方向

性を考えるため、以下のようにアンケート調査を実施しました。 

 

●調 査 地 域  ３町（七宝町、美和町、甚目寺町）全域 

●調 査 対 象  平成 21年５月現在に３町に在住する 20歳以上の人 

●配 布 数  4,000人 

●抽 出 方 法  無作為抽出 

●調 査 方 法  郵送による配布・回収 

●調 査 時 期  平成 21年５月 

●有効回収数  2,226票（55.7％） 

●主な調査項目 

・まちづくりに関する満足度 

・まちづくりに関する重要度 

・新市が目指すべきまちづくりの基本的な方向性 

・新市のまちづくりのキーワード 

・合併に期待すること 

・合併に際して不安に感じていること 
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２ 調査結果の概要 

①現在のまちづくりに関する満足度 

現在のまちづくりについてどの程度満足しているかを、「満足」「ほ

ぼ満足」「普通」「やや不満」「不満」の５段階評価でたずねました。 

それぞれの項目について、まず『満足』度を「満足」と「ほぼ満足」

の割合の合計でみると、上位５項目は、「ごみ減量やリサイクルなどの

環境対策」、「図書館・公民館・文化ホール等の文化施設の整備」、「健

康診断や生活習慣病予防などの健康づくり」、「消防・救急体制の充実」、

「保育や児童福祉などの子育て支援」となっています。 

続いて、『不満』度を「やや不満」と「不満」の割合の合計でみると、

上位５項目は、「下水道・排水路の整備」、「駅前などの拠点整備」、「商

店街の活性化などの商業の振興」、「企業誘致などの産業の振興」、「鉄

道やバスなどの公共交通機関」となっています。これらの比率は５～

６割となっており、満足度の上位項目より割合が高くなっています。 

 

表 『満足』度（「満足」＋「ほぼ満足」の割合の合計）の上位５項目 

順位 項 目 満足度 

１位 ごみ減量やリサイクルなどの環境対策 23.1％ 

２位 図書館・公民館・文化ホール等の文化施設の整備 22.3％ 

３位 健康診断や生活習慣病予防などの健康づくり 20.7％ 

４位 消防・救急体制の充実 18.8％ 

５位 保育や児童福祉などの子育て支援 13.6％ 

 

表 『不満』度（「やや不満」＋「不満」の割合の合計）の上位５項目 

順位 項 目 不満度 

１位 下水道・排水路の整備 60.3％ 

２位 駅前などの拠点整備 58.2％ 

３位 商店街の活性化などの商業の振興 56.6％ 

４位 企業誘致などの産業の振興 50.3％ 

５位 鉄道やバスなどの公共交通機関 49.6％ 
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地震や水害などの防災対策

消防・救急体制の充実

交通安全・防犯などの安全対策

ごみ減量やリサイクルなどの環境対策

田園や河川などの自然環境の保全

下水道・排水路の整備

公園・緑地の整備

健康診断や生活習慣病予防などの健康づくり

休日・夜間救急医療などの地域医療対策

保育や児童福祉などの子育て支援

介護サービスや生きがいづくりなどの高齢者福祉

生活支援サービス・就労支援などの障害者福祉

生活道路の整備

鉄道やバスなどの公共交通機関

駅前などの拠点整備

まち並み・景観づくり

幹線道路網の整備

計画的な土地利用

生産基盤の整備などの農業の振興

商店街の活性化などの商業の振興

企業誘致などの産業の振興

歴史文化を活用した観光の振興

小中学校の教育内容や施設整備などの教育環境

図書館・公民館・文化ホール等の文化施設の整備

体育館・プール等のスポーツ施設の整備

スポーツ・レクリエーション活動への支援

歴史芸術文化の振興

生涯学習や文化活動への支援

地域間交流や国際交流への取り組み

同和教育など人権尊重意識の醸成

ボランティア意識の高揚

男女共同参画社会の形成

情報公開制度の徹底

自治会、町内会などの地域活動への支援

行財政改革への取り組み

『満足』 普通 『不満』 無回答

図 まちづくり（35施策）の『満足』度・『不満』度とその順位 
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続いて、「満足」を＋２点、「やや満足」を＋１点、「普通」を０点、

「やや不満」を－１点、「不満」を－２点として各項目について加重平

均を計算し、「満足度の平均ポイント」として算出しました。平均ポイ

ントは＋２に近いほど満足であることを、－２に近いほど不満である

ことを示し、各項目について全体の平均的な満足度を示す重要な指標

となります。 

満足度の平均ポイントが０を上回っている項目は、「健康診断や生活

習慣病予防などの健康づくり」（0.04）と「消防・救急体制の充実」

（0.00）のみであり、全体的に不満度の高い項目が多くなっています。 

 

満足度の平均ポイントの下位５項目は下表の通りで、不満度の上位

５項目と同じ順位となっています。 

 

表 満足度の平均ポイントの下位５項目 

順位 項 目 満足度の平均ポイント 

１位 下水道・排水路の整備 －0.81 

２位 駅前などの拠点整備 －0.81 

３位 商店街の活性化などの商業の振興 －0.74 

４位 企業誘致などの産業の振興 －0.72 

５位 鉄道やバスなどの公共交通機関 －0.62 

 

また、満足度の平均ポイントの全項目の平均は、－0.33 となってい

ます。平均ポイントの低い順に項目を並べたグラフを次頁に示します

（灰色の棒は平均未満であることを示します）。 
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図 まちづくりに関する満足度の平均ポイント 
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計画的な土地利用

まち並み・景観づくり
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行財政改革への取り組み

幹線道路網の整備

休日・夜間救急医療などの地域医療対策

体育館・プール等のスポーツ施設の整備

交通安全・防犯などの安全対策

田園や河川などの自然環境の保全

地震や水害などの防災対策

情報公開制度の徹底

生産基盤の整備などの農業の振興

歴史文化を活用した観光の振興
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企業誘致などの産業の振興

消防・救急体制の充実

公園・緑地の整備

健康診断や生活習慣病予防などの健康づくり

計画的な土地利用

小中学校の教育内容や施設整備などの教育環境

ごみ減量やリサイクルなどの環境対策

幹線道路網の整備

図書館・公民館・文化ホール等の文化施設の整備

田園や河川などの自然環境の保全

まち並み・景観づくり

情報公開制度の徹底

体育館・プール等のスポーツ施設の整備

生活支援サービス・就労支援などの障害者福祉

自治会、町内会などの地域活動への支援

生産基盤の整備などの農業の振興

歴史文化を活用した観光の振興

生涯学習や文化活動への支援

ボランティア意識の高揚

スポーツ・レクリエーション活動への支援

地域間交流や国際交流への取り組み

歴史芸術文化の振興

同和教育など人権尊重意識の醸成

男女共同参画社会の形成

無回答

（％）
図 新市のまちづくりに関する重要度 

 

②新市のまちづくりに関する重要度 

新市のまちづくりに関して重要と考えることについては、「休日・夜

間救急医療などの地域医療対策」（32.5％）、「介護サービスや生きが

いづくりなどの高齢者福祉」（29.7％）、「下水道・排水路の整備」

（29.1％）、「地震や水害などの防災対策」（28.4％）、「鉄道やバスな

どの公共交通機関」（26.7％）といった回答が多くなっています。 
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図 まちづくり施策の重要度及び満足度の関連図 
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要
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（

％
）

 

③満足度と重要度の関連にみるまちづくりの課題 

まちづくりの 35 項目について、重要度が高いにもかかわらず満足

度が低い項目を、優先的に改善すべき課題としてとらえます。 

満足度の平均ポイントを横軸、重要度を縦軸にとって、各項目の満

足度・重要度を散布図で表すと、以下の図のようになります。満足度

の平均ポイントが平均点（-0.33）以下で重要度が平均（13.3％）以

上であることを示す灰色の領域に含まれるのは、以下の10項目です。 

 

表 新市が優先的に改善すべきまちづくり施策 

下水道・排水路の整備 鉄道やバスなどの公共交通機関 

駅前などの拠点整備 休日・夜間救急医療などの地域医療対策 

商店街の活性化などの商業の振興 企業誘致などの産業の振興 

行財政改革への取り組み 交通安全・防犯などの安全対策 

公園・緑地の整備 生活道路の整備 
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59.1

44.6

38.1

25.7

25.3

20.8

20.4

13.9

11.1

10.4

4.6

5.1

0 20 40 60 80

町長や議員などの特別職や職員の
　　数の減少による、経費の削減

行政組織等の見直し、公共施設の
再編等による、効率的な行政運営

利用できる公共窓口・施設の増加
による、生活面での利便性の向上

有利な財政措置を受けること
　　による、財政基盤の強化

３町の地域資源を連携させて個性
を強化した、魅力あるまちづくり

職員の資質の向上や専門職員の採
用による、専門的サービスの享受

広域的な視点に基づいた
　　　まちづくりの推進

　　　　合併を契機とした、
知名度や地域イメージの向上

　　新たな権限の移譲を受けた、
地域の特性を生かしたまちづくり

地域活動、祭りやイベント
　　　などのさらなる充実

その他

無回答

（％）

図 合併に期待すること 図 合併に際して不安に感じていること 

図 新市が目指すべきまちづくりの基本的な方向性 図 新市のまちづくりのキーワード 

78.5

60.5

46.6

28.8

18.2

15.0

14.7

7.7

6.8

5.3

4.0

2.9

2.9

0 20 40 60 80 100

安全で住みよいまち

健康で安心して暮らせるまち

便利で快適なまち

緑あふれる美しいまち

活力のあるまち

やさしさとふれあいのあるまち

豊かさを実感できるまち

みんなで創る協働のまち

歴史文化をはぐくむまち

個性を認めあい共生するまち

個性的で輝きのあるまち

その他

無回答

（％）

68.6

30.5

26.8

11.1

9.8

9.7

8.1

5.2

4.3

3.9

3.2

2.9

2.8

2.5

2.4

1.0

1.4

2.4

0 20 40 60 80

安心・安全

快適

自然・緑

活力

元気

改革

調和

連携

共生

歴史

交流

自立

文化

創造

協働

個性

その他

無回答

（％）

56.6

41.3

38.5

36.5

33.8

31.4

13.2

12.5

6.0

5.2

3.7

5.0

0 20 40 60 80

　　国民健康保険税や公共料金が
現在よりも高くなるのではないか

行政規模が拡大し、行き届いたサ
ービスが受けられなくならないか

　　公共施設の統廃合が進み、
生活が不便になるのではないか

役場が遠くなって
不便にならないか

　　　行政サービスや住民負担に
地域格差が生まれるのではないか

新市のまちづくりの事業により、
財政状況が悪化するのではないか

　　行政規模が拡大し、地域の
連帯感が失われるのではないか

新市の名称に変わり、地域の名称
がなくなってしまうのではないか

地域の歴史、文化、伝統等が
　　　失われるのではないか

議員数が減り住民の意向が行政に
反映されにくくなるのではないか

その他

無回答

（％）

④その他の調査結果 
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第５章 まちづくりの基本方針 

 

１ 新市の将来像 

 

人・歴史・自然が綾なす セーフティー共創都市 “あま” 

 

多様な歴史・文化資源、特徴的な地域資源に恵まれ、さらに大都市

名古屋に隣接する新市は、様々な可能性を有するまちといえます。地

理的・交通的な好条件などを強みに、個性的で夢のあるまちづくりを

市民ぐるみで進めていく時期を迎えています。歴史、文化、自然、伝

統的な産業などは、すべて新市の個性的な資源です。これらの魅力を

最大限に活かし、新しい価値を創造する新市を創造していくことが大

切です。 

また、これからの新しいまちづくりには、「地域自らが考え、地域自

らが取り組む主体的な地域づくり」という視点が不可欠となります。

まちづくりの主役は市民であり、市民自らが夢を持ち、互いに協力し、

力を発揮しあいながら、新しいまちづくりの主役となれるまちを実現

していく必要があります。そのためには、市民一人ひとりが心身とも

に健康を保ち、生きがいと充実感をもつことが必要であるとともに、

市民にとって安全、安心、快適な生活環境が確保されたまちであるこ

とが大切です。 

以上のような考え方を踏まえ、新市がめざすべき将来像を「人・歴

史・自然が綾なす セーフティー共創都市 “あま”」とします。安全

で安心な「セーフティー都市」を市民と「共」に「創
つく

」りあげ、さら

に新しい価値を持つ新市へと発展していく願いを表しています。 
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２ まちづくりの目標 

 

①心身ともに健康で、いきいきと暮らせるまちをつくる 

心身ともに健康でいきいきと暮らすことは、全ての市民の願いです。

アンケート調査結果では、新市のまちづくりにおいて重要だと思う施

策として地域医療対策や高齢者福祉が上位を占めており、保健・福祉・

医療へのニーズの高さが伺えます。 

１人ひとりの健康づくりを支える保健、医療サービスの充実、地域

で生活するすべての人々の多様なニーズに対応できる福祉の充実、心

身の健康に大きな影響を与える自然環境保全への取り組みの強化等を

通じて、心身ともに健康でいきいきと暮らせるまちづくりを進めます。 

 

 

②安全が確保され、安心で快適に暮らせるまちをつくる 

アンケート調査では、新市がめざすべきまちづくりの方向性として、

〝安全で住みよいまち〟が最も多くの人に望まれています。安全、安

心、快適なまちづくりは、新市に求められる基本的な要件といえます。 

消防・防災体制の充実、防犯・交通安全対策などを地域と協力して

進め、安全が確保された生活環境の実現をめざします。また、計画的

なまちづくりの推進により生活環境や交通網を整備し、快適に暮らせ

る基盤を備えたまちづくりを進めます。 

 

 

③郷土に誇りと愛着を持てる、魅力あるまちをつくる 

七宝、美和、甚目寺町は、七宝焼、戦国武将ゆかりの歴史的資源、

甚目寺観音など、多くの歴史・文化資源を持つ地域です。これらを大

切に保存するとともに、様々な場面で触れ、親しみ、学習すること等

を通じて、郷土に誇りと愛着が持てる心の醸成と、魅力あるまちづく

りを進めます。 
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④自らの力で歩み続ける、活力のあるまちをつくる 

活力あるまちづくりには、移動や交流の活発化、産業の振興などが

必要です。しかし、アンケート調査では、駅前整備、商店街の活性化、

企業誘致、公共交通などの施策への満足度は低く、不満に感じている

人が多い状況です。まちの活力と発展を市民が実感できる施策が必要

です。 

広域交通の利便性と、大都市に近接する立地条件を活かし、新産業

の発掘、既存産業の高度化、企業誘致、広域商業拠点の形成などを推

進します。あわせて、行政運営の効率化、財政の健全な運用の実現等

により、自らの責任と力で発展し続ける、活力のあるまちをつくりま

す。 

 

 

⑤交流と連携により、一体感のあるまちをつくる 

合併後の新市には、旧町単位でのつながりだけでなく、全市として

の一体感の形成が求められます。地域住民、企業、ボランティア、NPO、

行政等が相互に交流・連携しながら、まちづくり全般に主体的に関わ

っていくことが大切です。 

市民一人ひとりが自覚と責任を持ってまちづくりに参画し、力を発

揮できる場づくり、お互いを尊重しあえる人権意識の高揚と男女共同

参画の推進、地域間交流や国際交流の推進等により、主体的で、一体

感のあるまちづくりを進めます。 
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３ 土地利用の方針 

 

新市の将来像、まちづくりの目標を実現するために、計画的で効率

的な土地利用を進めます。各地域の特性を活かし、新市における都市

機能の集積、コミュニティの活発化、産業振興などの主要な拠点を明

らかにします。 

 

①集落整備ゾーン 

集落整備ゾーンは、主に住宅から構成される、市民生活の主要ゾー

ンです。新市では、住宅がバランスよく配置されています。このゾー

ンでは、安全・快適で住みやすい住環境を整備していきます。 

 

②農地保全ゾーン 

農地保全ゾーンは、主に農地から構成されるゾーンです。新市域の

大半は、このゾーンと集落整備ゾーンとが占めています。ほとんどが

平地である新市では、全域にわたって優良農地が広がっています。今

後も優良農地を保全していくとともに、集落整備ゾーンと良好な関係

を保った住み良い環境を整備していきます。 

 

③リバーフロント・レクリエーションゾーン 

リバーフロント・レクリエーションゾーンでは、市民が水に親しむ

ことができる環境づくりを進めるとともに、水害対策の強化による災

害に強いまちづくりを進めます。 

 

④コミュニティ活性化ゾーン 

コミュニティ活性化ゾーンは、新市を特徴づける魅力的なポイント

やコミュニティ活性化の拠点的施設等が集積するゾーンです。新市を

訪れた人との交流、市民どうしの交流など、多様な交流を活発化する

機能を担います。交流と連携により、一体感を高めることができる土

地利用を進めます。 
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⑤行政機能ゾーン 

行政機能ゾーンは、新市の行政機能を担うゾーンです。効率的であ

り、かつ市民が利用しやすい行政機能の確保のための土地利用を進め

ます。 

 

⑥工業振興ゾーン 

工業振興ゾーンは、既存工業の集積に加えて、新たな企業立地をめ

ざすゾーンです。交通網との関係も踏まえ、自らの力で歩み続けられ

る活力あるまちを実現できる土地利用を進めます。 

 

⑦商業振興ゾーン 

商業振興ゾーンは、主に駅周辺と幹線道路沿いに展開しています。

既存の商業集積を基本に、他産業との連携や地域の魅力ある資源等の

活用による商業振興をすすめる土地利用を進めます。 

 

⑧交通網の整備 

既存の広域交通網（東名阪自動車道、名鉄津島線）を軸に、その機

能を新市の活力につなげることができる土地利用を進めます。 

また、近隣地域との交流軸、地域内の交流軸となる交通網を整備・

確保できる土地利用を進めます。 
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※この「土地利用イメージ図」は、３町の都市計画マスタープラン等における土地利用の方針を基本に

作成したものです。 

ただし、平成２７年９月議会において「あま市役所の位置を定める条例の一部を改正する条例」が可

決されたことを受け、新たに行政機能ゾーンを設定しております。 

 

行政機能ゾーン 
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第６章 新市の主要施策 

 

第１節 新市の主要施策の体系 

まちづくりの目標 主要施策 

１ 

心身ともに健康

で、いきいきと暮

らせるまちをつく

る 

1-1 健康づくりを支える各種

サービスの充実 

○ 健康づくりの推進 

○ 医療体制の充実 

1-2 多様な福祉サービスの充

実 

○ 地域福祉の推進 

○ 高齢者福祉の充実 

○ 障がい者（児）福祉の充実 

○ 子育て支援施策の充実 

○ 社会保障制度の適切な運用 

1-3 美しい自然環境の保全 
○ 自然環境の保全 

○ 環境保全体制の構築 

２ 

安全が確保され、

安心で快適に暮ら

せるまちをつくる 

2-1 安全を守る消防・防災体

制の充実 

○ 消防・防災体制の強化 

○ 河川・排水対策の強化 

2-2 安心して暮らせる防犯・

交通安全対策の充実 

○ 防犯対策の推進 

○ 交通安全対策の推進 

2-3 快適で安心して暮らせる

生活環境の整備 

○ 魅力ある都市景観の整備 

○ 良好な住環境の整備 

○ 循環型社会の形成 

○ 上水道事業の充実と下水道の整備 

2-4 安全で快適な交通網の整

備 

○ 公共交通サービスの充実 

○ 道路・交通体系の整備 

○ 駅周辺の整備 

３ 

郷土に誇りと愛着

を持てる、魅力あ

るまちをつくる 

3-1 大切な地域文化の継承と

発展 

○ 歴史と伝統のある地域文化の継承と

振興 

○ 文化に親しむ意識と環境づくり 

3-2 市民の活力を高める生涯

学習の推進 

○ 生涯学習環境の整備・充実 

○ スポーツ・レクリエーションの充実 

3-3 次世代の生きる力をはぐ

くむ教育等の充実 

○ 幼児教育の充実 

○ 学校教育の内容充実 

○ 学校施設の整備・充実 

○ 青少年の健全育成 

４ 

自らの力で歩み続

ける、活力のある

まちをつくる 

4-1 活力を生む地域産業の振

興 

○ 地域商工業の振興 

○ 新産業の振興 

○ 農業の振興 

○ 観光の振興 

○ 勤労者福祉の充実 

4-2 持続的な行財政改革の推

進 

○ 行財政改革の推進 

○ 広域行政の推進 

５ 

交流と連携によ

り、一体感のある

まちをつくる 

5-1 一体感を生む市民協働の

推進 

○ 市民協働によるまちづくりの推進 

○ 情報提供・情報公開の推進 

5-2 お互いの人権を尊重する

意識の普及 

○ 人権の尊重 

○ 男女共同参画の推進 

5-3 多様な交流の促進 
○ 地域間交流の促進 

○ 国際交流の促進 
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第２節 まちづくりの目標に基づく主要施策 

 

１ 心身ともに健康で、いきいきと暮らせるまち
をつくる 

 
 
１-１ 健康づくりを支える各種サービスの充実 

全ての住民が自らの健康についての自覚を深め、継続的で主体的な

健康づくりに取り組めるよう支援します。各種保健サービスの充実や

情報提供などによる健康づくりへの支援、医療機関との連携等による

医療体制の充実などを進めます。 

 
《主な取り組み》 

主要施策 事業概要 

○ 健康づくりの推進  各種健診・予防接種等の充実 

 健康づくりイベントの実施 

 健康づくりに関する情報提供の充実 

 感染症等に関する正しい知識の普及・啓発 

 健康日本 21 地域計画の策定 

○ 医療体制の充実  医療機関との連携 

 かかりつけ医の促進 

 休日診療・救急医療体制の充実 

 公立尾陽病院への支援 

 
 

１-２ 多様な福祉サービスの充実 

誰もが住み慣れた地域で安心して生活できるよう、地域福祉活動の

促進等による共助型の地域福祉社会づくりに努めます。 

高齢者、障がい者（児）、子育て家庭のニーズに応じた福祉サービス

等の充実を図るとともに、ひとり親家庭への支援、社会保障制度の適

切な運用による支援を行います。また、子どもの遊び場づくりなど、

子どもの健全な成長のための支援および環境づくりに努めます。 
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《主な取り組み》 

主要施策 事業概要 

○ 地域福祉の推進  地域福祉推進体制の構築 

 地域福祉活動の促進と活動団体との連携 

 地域福祉推進の意識啓発 

 地域ボランティア事業の推進 

○ 高齢者福祉の充実  高齢者の生きがい活動への支援 

 介護予防の充実 

 介護サービスの充実 

 高齢者の権利擁護の推進 

 地域包括支援センターの機能強化 

○ 障がい者（児）福祉の

充実 

 障がい者の生活支援 

 障がい福祉サービス等の充実 

 交流機会づくりと社会参加への支援 

 障がい者の権利擁護の推進 

○ 子育て支援施策の充

実 

 子育て支援事業等の充実 

 仕事と子育てとの両立支援施策の充実 

 子どもの遊び場の整備・確保 

 医療費助成事業の充実 

 ひとり親家庭等の自立への支援 

○ 社会保障制度の適切

な運用 

 国民健康保険制度の健全な運用 

 長寿医療制度の健全な運用 

 介護保険制度の健全な運用 

 
 

１-３ 美しい自然環境の保全 

環境学習の充実、生態系ネットワークの形成等を通じて自然環境の

保全や生物多様性の減少等の地球環境問題への関心を高めることによ

り、日常生活レベルでの取り組みから環境保全活動への参加・参画ま

で、市民参加による環境保全活動の充実を図ります。 

 
《主な取り組み》 

主要施策 事業概要 

○ 自然環境の保全  公害予防対策の充実 

 環境学習の充実 

○ 環境保全体制の構築  市民参加による監視体制の構築 

 環境保全活動の推進 

 新エネルギー（太陽光発電等）の活用・促進 
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２ 安全が確保され、安心で快適に暮らせるまち
をつくる 

 
 

２-１ 安全を守る消防・防災体制の充実 

消防・防災体制、河川の排水対策の強化などにより、災害に強い安

全なまちをつくります。 

消防・防災体制については、地域の消防団や自主防災組織等、地域

の住民の参加による体制の強化を図ります。河川環境については、水

に親しむ環境を整備する等、その有効活用に努めます。 

 
《主な取り組み》 

主要施策 事業概要 

○ 消防・防災体制の強化  地域防災計画の策定 

 広域消防・常備消防・救急体制の強化 

 地域における消防・防災体制の強化 

 防災体制の充実・強化 

 防災拠点の整備・充実 

 公共施設の耐震化 

 災害時要援護者支援体制の充実 

○ 河川・排水対策の強化  排水施設の整備 

 公共下水道（雨水）の整備 

 排水路及び調整池の整備 

 河川環境の整備 

 親水空間の整備 

 
２-２ 安心して暮らせる防犯・交通安全対策の充実 

防犯や交通安全への市民の意識を高めるととともに、市民参加によ

る防犯・交通安全活動等を通じて、安全で、安心して暮らせる環境の

実現をめざします。 

 
《主な取り組み》 

主要施策 事業概要 

○ 防犯対策の推進  防犯灯の整備 

 防犯意識の高揚 

 地域における防犯活動の充実 

○ 交通安全対策の推進  交通安全意識の高揚 

 交通安全教育の充実 

 交通安全施設の整備 
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２-３ 快適で安心して暮らせる生活環境の整備 

地域の特性を活かしつつ、自然環境にも配慮した計画的な土地利用

を進め、魅力的な都市景観の形成を図ります。また、公園の整備等に

よる住環境の整備、分別排出やリサイクルの充実等による循環型社会

の形成への取り組み、上下水道事業の充実等による生活環境の向上等

を図ります。 

 
《主な取り組み》 

主要施策 事業概要 

○ 魅力ある都市景観の

整備 

 計画的な土地利用の推進 

 良好な都市景観の形成 

 土地区画整理事業の推進 

 公共施設等の緑化 

○ 良好な住環境の整備  公園・緑地の整備 

○ 循環型社会の形成  分別排出の徹底・ごみの減量化の推進 

 リサイクル活動の充実 

○ 上水道事業の充実と

下水道の整備 

 安全な水の安定供給の確保 

 排水路の整備 

 公共下水道の整備 

 河川の水質保全対策の充実 

 
 

２-４ 安全で快適な交通網の整備 

市内の交通アクセスの向上を図る公共交通サービスの充実、安全な

道路環境の改善、駅や広域交通等へのアクセス向上等により、安全で

快適な交通網の整備を図ります。 

 
《主な取り組み》 

主要施策 事業概要 

○ 公共交通サービスの

充実 

 巡回バスの整備検討 

 駅等へのアクセスの利便性向上 

○ 道路・交通体系の整備  生活道路の整備 

 交差点の改良 

 都市計画道路の整備 

 広域道路交通網の有効活用 

○ 駅周辺の整備  駅周辺の環境整備 
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３ 郷土に誇りと愛着を持てる、魅力あるまちを
つくる 

 
 
３-１ 大切な地域文化の継承と発展 

地域の歴史と伝統に関心を持ち、大切に継承していくことができる

よう、市民ぐるみでの取り組みの推進、文化等に触れる機会の充実等

に努めます。 

 
《主な取り組み》 

主要施策 事業概要 

○ 歴史と伝統のある地

域文化の継承と振興 

 文化財の保護と活用 

 歴史的財産・伝統文化の継承と振興 

 七宝焼の伝承 

 地域文化を継承するひとづくり 

○ 文化に親しむ意識と

環境づくり 

 芸術や文化にふれる機会づくり 

 芸術・文化団体への支援 

 
 

３-２ 市民の活力を高める生涯学習の推進 

市民が、生涯にわたり学習やスポーツ活動に取り組むことができる

よう、活動拠点の整備・充実、多様な学習機会の確保等を図り、心身

ともに健康で活力あふれる市民生活を支援します。 

 
《主な取り組み》 

主要施策 事業概要 

○ 生涯学習環境の整

備・充実 

 生涯学習活動拠点の整備・充実 

 生涯学習施設のネットワーク形成 

 多様な学習機会の確保 

 図書館の充実と活用の促進 

○ スポーツ・レクリエー

ションの充実 

 スポーツ・レクリエーション施設の整備・充実 

 軽スポーツに親しめる環境づくり 

 スポーツ大会やイベント等の実施・充実 

 スポーツ団体との連携 
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３-３ 次世代の生きる力をはぐくむ教育等の充実 

子どもたちの個性を育む特色あるプログラムの研究と実践、学校施

設の充実、子どもたちの多様な活動機会づくりなどを推進し、学校教

育の充実に努めます。 

同時に、家庭や地域の力を高め、質の高い幼児教育の充実を図ると

ともに、青少年の健全育成活動の展開を図り、次世代を育む教育等の

充実に努めます。 

 
《主な取り組み》 

主要施策 事業概要 

○ 幼児教育の充実  家庭の教育力の向上 

 幼児教育の充実 

○ 学校教育の内容充実  特色ある教育プログラムの研究と実践 

 課外活動への支援の充実 

 特別支援教育の充実 

 適応指導教室の充実 

○ 学校施設の整備・充実  学校施設の安全性の向上 

 学校施設の充実・改良 

 給食センター整備の検討 

 教育・学習資料等の確保・充実 

○ 青少年の健全育成  社会参加活動の推進 

 地域ぐるみによる健全育成体制の構築 
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４ 自らの力で歩み続ける、活力のあるまちをつ
くる 

 
 
４-１ 活力を生む地域産業の振興 

七宝焼産業等、特徴ある地域商工業の振興を図るとともに、それを

核とした新産業の振興をめざします。また、商工業、農業、観光など

が互いの良さを活かして付加価値の高いサービスを提供できるよう、

相互連携の強化を図ります。 

また、勤労者生活の向上に向けて、雇用機会の創出や就業環境の整

備等、勤労者福祉の充実に努めます。 

 
《主な取り組み》 

主要施策 事業概要 

○ 地域商工業の振興  七宝焼等地場産業の振興 

 企業誘致、企業間交流の促進 

 商工団体との連携 

 地域のブランド力の向上 

○ 新産業の振興  企業誘致のための用地確保 

 地域産業と連携した特産品の開発 

 新産業の立地促進 

○ 農業の振興  農業基盤の整備・充実 

 遊休農地の有効活用 

 農業団体との連携 

 担い手の育成支援 

 高品質・高付加価値農業の推進 

 販売体制づくり・地産地消の推進 

○ 観光の振興  観光交流拠点の整備・充実 

 情報提供の充実 

 観光ルートの設定 

○ 勤労者福祉の充実  就業対策の推進 

 労働環境の向上 
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４-２ 持続的な行財政改革の推進 

事務事業の改善と効率化、健全な財政運営など、持続的な行財政改

革に努め、効果的で効率的な行財政運営を進めます。また、周辺自治

体との連携により、広域的な行政展開に努めます。 

 
《主な取り組み》 

主要施策 事業概要 

○ 行財政改革の推進  新市総合計画の策定 

 組織・機能の合理化 

 行政評価システムの推進 

 定員適正化計画の策定 

 公会計制度の導入 

 公共施設の維持管理の効率化 

 受益者負担の適正化 

 市庁舎の整備 

○ 広域行政の推進  広域連携の強化 

 広域行政組織への参画 
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５ 交流と連携により、一体感のあるまちをつく
る 

 
 

５-１ 一体感を生む市民協働の推進 

市民協働による行政運営体制の構築、情報提供・情報公開の推進等

により、市民協働によるまちづくりを進めます。 

また、交流イベント等を併せて行い、全市民の一体感を高める市民

協働を推進します。 

 
《主な取り組み》 

主要施策 事業概要 

○ 市民協働によるまち

づくりの推進 

 市民協働推進体制の構築 

 ＮＰＯやボランティアとの連携 

 まちづくり研修・情報提供の充実 

 コミュニティ活動等の活発化 

 全市域交流イベントの実施 

○ 情報提供・情報公開の

推進 

 行政情報開示の充実 

 広報・ホームページ事業の充実 

 新市生活ガイドの発行 

 
 

５-２ お互いの人権を尊重する意識の普及 

全ての市民がお互いを尊重し、能力を発揮しあいながら様々な分野

に参画できるよう、人権教育や啓発、相談事業等の充実に努めます。

同時に、男女共同参画の考え方による施策の推進に努めます。 

 
《主な取り組み》 

主要施策 事業概要 

○ 人権の尊重  人権教育・啓発事業の充実 

 人権についての相談窓口の充実 

 人権関係団体との連携 

○ 男女共同参画の推進  男女共同参画意識の普及・啓発 

 あらゆる分野への女性の参画促進 

 女性団体等との連携 
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５-３ 多様な交流の促進 

地域組織間のネットワーク化、地域文化交流イベントの開催、国際

交流・国際教育の推進など、地域の活力を高める多様な交流の促進に

努めます。 

 
《主な取り組み》 

主要施策 事業概要 

○ 地域間交流の促進  地域組織間のネットワーク化 

 地域文化交流イベントの開催 

○ 国際交流の促進  国際交流事業の実施 

 国際交流団体との連携 
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第７章 新市における愛知県事業の推進 
 

 

愛知県は新市の施策と連動しながら、以下に掲載する事業を実施又

は検討していくことにより、新市のまちづくりを積極的に支援してい

きます。また、市町村合併特例交付金による財政支援を行います。 
 

交流と連携に

よる一体感を
育む道路の整
備 

■都市計画道路名古屋津島線 
・名古屋環状２号線西側～県道須成七宝稲沢線区間（七宝工区）

の整備 

・県道須成七宝稲沢線～都市計画道路安松鷹居線(桂・川部地区)

の整備推進 

・下田地区の整備推進 

■一般県道津島七宝名古屋線 
・交差点改良事業（歩道の整備、右折帯設置）（伊福・下之森地

区の整備） 

■都市計画道路富塚桂線の整備検討（富塚地区） 
■主要地方道一宮蟹江線の整備検討（蜂須賀地区） 
■一般県道給父清須線の整備（方領地区） 

■都市計画道路西今宿東条線の整備（甚目寺地区） 
■主要地方道甚目寺佐織線の整備推進（坂牧地区） 

安全で快適な
河川環境の実
現 

■蟹江川 
・護岸の整備推進（安松・下田・川部・篠田地区） 

■福田川 
・護岸の整備（小切戸川接続右岸、秋竹橋付近右岸、名阪北福田

橋南左岸、開拓橋付近右岸） 

・護岸の整備推進（土吐川合流点～名古屋市上水道管理橋） 

・小切戸川接続点の付帯工事 

・方領橋、八幡橋の改築及び護岸改修 

・名古屋市上水道管理橋架替の検討 

・新居屋排水機場の樋門工事の検討 

■五条川（上萱津・西今宿・栄地区） 
・河床掘削 

・護岸の整備 

・名鉄津島線五条川橋梁の改築 

美しい水環境
の保全と活用 

■日光川下流流域下水道整備事業の推進 
■水環境整備事業（沖之島・遠島地区） 
・排水路改修の検討 

・親水、景観及び生態系保全のための整備検討 

■地盤沈下対策事業 
・排水路改修・橋梁架替（日光川二期地区） 

■用排水施設 

・用排水施設整備事業（萱津井筋） 
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第８章 公共的施設の適正配置と整備 
 

 

公共的施設の適正配置と整備については、新市全体のバランス、地

域特性、財政事情などを考慮するとともに、市民の意向に十分配慮し

た活用を検討していきます。当面は、市民生活に急激な変化を及ぼさ

ないよう配慮し、既存の施設を最大限に活用していきます。今後は、

既存施設の相互利用、施設の機能分担、民間委託等による管理運営方

法の導入等についても検討していきます。 

新市の庁舎については、当分の間、美和町役場を本庁舎、七宝町役

場及び甚目寺町役場をそれぞれ分庁舎として活用するとともに、各庁

舎に市民窓口を設けるなど、電算処理システムの統合と各施設間のネ

ットワークを構築することにより住民サービスの低下を招かないよう

十分配慮します。 

新庁舎については平成３４年度の開庁を目標に、新市の中心付近で

ある七宝町沖之島深坪地内において、整備費用の抑制に留意しながら

整備を図ります。 

 

 

 

 



 

 50 

第９章 新市の財政計画 
 
 

１ 基本的な考え方 

新市の財政計画は、現行の財政制度等を基本として、歳入・歳出の

項目ごとに、過去の実績や今後の人口推移等を勘案して、平成２２年

度から平成３６年度までの１５年間について、普通会計ベースで作成

しました。 

計画の作成にあたっては、現行の制度を踏まえ、将来に渡って健全

な財政運営を行うことを基本として、国からの財政支援措置を盛り込

むとともに、合併による歳出の削減効果等を反映させ推計しています。 

 

 

２ 財政計画 
２－１ 歳入 

①市税 

現行の税制度を基本に、過去の実績や将来人口推計の推移等を踏ま

えて推計しています。 

②地方譲与税・交付金等 

地方譲与税、県税交付金、地方特例交付金等について、過去の実績

等により推計しています。 

③地方交付税 

現行の制度に基づいた算定を基本に、過去の実績等により推計して

います。また、普通交付税については算定特例（合併算定替）と合併

直後の臨時的経費に対する普通交付税措置（合併補正）及び平成２７

年度からの合併特例措置の逓減・廃止による影響額を見込んで推計し

ています。 

④国・県支出金 

過去の実績等を踏まえるとともに、基本計画主要事業に係る財源を

見込んで推計しています。 

⑤繰入金 

歳入不足分を基金からの繰り入れにより推計しています。 
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⑥繰越金 

過去の実績等により推計しています。 

⑦市債 

普通建設事業費などの見込みを踏まえて推計しています。また、現

行制度に基づく臨時財政対策債を見込んで推計しています。 

なお、地方債の借入れについては後年度の償還負担を勘案し、必要

最小限の借入れにとどめています。 

⑧その他の歳入 

過去の実績等により推計しています。 

 
２－２ 歳出 

①人件費 

過去の実績等を基礎として、平成２７年３月に策定した第２次定員

適正化計画を踏まえて推計しています。 

②扶助費 

過去の実績及び現行の制度が今後も継続するとした上で、高齢者人

口の増加に合わせて経費が増加すると推計しています。 

③公債費 

各町のこれまでの借入に対する償還額に、新たな借入に対する償還

額を見込んで推計しています。 

④物件費 

過去の実績等を踏まえるとともに、合併による事務経費の削減効果

を見込んで推計しています。 

⑤維持補修費 

過去の実績等により推計しています。 

⑥補助費等 

過去の実績等を踏まえるとともに、合併による統合効果を見込んで

推計しています。 

⑦積立金 

過去の実績等により推計しています。 

⑧投資及び出資金、貸付金 

過去の実績等により推計しています。 
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⑨繰出金 

過去の実績等により推計しています。 

⑩普通建設事業費 

各町の既存の計画に基づく事業量を見込んで推計しています。 

基本計画主要事業に係る経費を見込んで推計しています。 
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